
利用者のみなさまへ 

－令和８年度福祉タクシー利用助成券のしおり－ 

 

この事業は、心身に重度の障害（身体障害者手帳１・２級、３級の内部障害、療育手帳

Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級、特別児童扶養手当１級）がある方および高齢者（６５

歳以上の方で構成されている世帯の７５歳以上の方）に対し、タクシー利用料金の一部を

助成することにより、社会参加の促進、通院費用の負担軽減等福祉の向上を図ることを目

的とした事業です。 

つきましては、次の事項を守り利用助成券を有効に活用されますようご案内いたします。 

記 

１．利用券の取り扱いについて （福祉タクシー利用助成券に掲載してあります） 

①利用助成券を第三者に譲渡、または貸与することはできません。（本人乗車の場合

のみ有効） 

②利用助成券を使用する場合は、本人確認のため、身体障害者手帳、療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳等を必要に応じてタクシーの乗務員に提示すること。 

③利用助成券は乗車前に自分で切り離さないで乗務員に渡すこと。 

④乗車１回に使用できる助成券の枚数は、 

・市内から市内への乗車の場合、利用助成券２枚（４００円）までの使用とする。 

・市外から市外への乗車の場合、利用助成券２枚（４００円）までの使用とする。 

・市内から市外への乗車の場合、利用助成券５枚（１０００円）までの使用とする。 

・市外から市内への乗車の場合、利用助成券５枚（１０００円）までの使用とする。 

（これを超える料金は自己負担となります。） 

⑤万一紛失や盗難にあっても再発行はいたしません。 

 

２．対象者から外れる場合には、利用助成券を返還してください。 

①施設入所した場合。 

②他市町に転出した場合。 

③利用助成券が不要になったとき。 

＊＊＊ お問い合わせ先 ＊＊＊ 

障害タクシー：社会福祉課 

電話 ６１－１１８５ 

高齢タクシー：介護支援課 

電話 ６３－２１５１ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

裏面に角田市福祉タクシー委託会社を掲載していますのでご覧ください。 



 

角田市福祉タクシー委託契約会社一覧 
 

 ≪ 角田市 ≫  

 伊具タクシー ６２－１５１３ 

 草間タクシー ６２－２０３７ 

 角田市デマンド型乗合タクシー ０１２０－４６４９５０ 

≪ 丸森町 ≫  

 山正タクシー ７９－２０２２ 

≪ 大河原町 ≫  

 仙南観光タクシー ５２－２０６３ 

 中央タクシー ５２－２７７６ 

≪ 柴田町 ≫  

 柴田稲荷タクシー ５４－１４３０ 

 新盛堂タクシー ５４－１０３８ 

≪ 山元町 ≫  

 はぎのタクシー ０２２３－３７－０５０５ 

 山元タクシー ０２２３－３７－００４２ 

 （有）ワカバタクシー ０２２３－３７－１１００ 

≪ 亘理町 ≫  

 マルワタクシー ０２２３－３４－１３００ 

 常南タクシー ０２２３－３５－３１１１ 

≪ 岩沼市 ≫  

 きくやタクシー ０２２３－２２－２７２７ 

 稲荷タクシー ０５７０－０６－５１５１ 

≪ 名取市 ≫  

 名取交通 ０２２－３８２－１４５６ 

 増田タクシー ０２２－３８２－３０３６ 

 なとり川交通 ０１２０－０３－６８７７ 

≪ 白石市 ≫  

 菊地タクシー ０２２４－２６－３１２１ 

 白石タクシー ０２２４－２６－２１５４ 

≪ 介護タクシー ≫  

 渡辺介護タクシー ０８０－５５５７－７７９８ 

 うるとら介護タクシー ０２２４－２４－２２３６ 

 介護タクシーひまわり ０２２４－６３－４３２３ 

 こまの介護タクシー ０９０－６８５２－８８５７ 

 介護タクシー笑（えみ） ０７０－２０１０－１２０８ 

 介護タクシーこむろ ０９０－９８０７－４０７５ 

 はあとふる介護タクシー ０８００－８００－０６１１ 

 介護タクシーオハナ ０２２４－８７－８９０８ 

令和８年４月 


